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　平成２８年１月３１日、東京霞ヶ関ビル(東

海大学学友会館)にて開催され、出席しま

したので報告いたします。

　開会に先立ち、久　育男理事長より、身

障者への福祉が維持されるように願う、と

挨拶。

1)開会の辞：各アンケートへの協力を感謝

します。本日は新スクにつき厚労省から

の講演あります。

伊藤　壽一　担当理事

2)平成２８年度事業計画：「例年どおりの

事業を予定」する。

守本　倫子　委員長

3)平成２６年度３歳児聴覚検診および１歳

６ヵ月健診における聞こえの確認方法に

関するアンケート調査報告：

　　愛知県からは、県内の受診対象者数

６８，９７３名と、あいち小児センターへの

３次紹介８６件のうち、「両側の難聴あ

り」はなく、言語発達遅滞２５件、滲出

性中耳炎４件、PDD・ASD１８件、精健

票発行数等は調査不能であると報告し

た。

　　全国９地区の結果報告。３歳児聴覚検

診は阪本　浩一　委員から。精健に回さ

れた例は全国合計で１９，２８６名、「難聴

あり」は７０２名・４％である。両側性は

２３１名・３３％で、種類が判明したのは

１２１名・５２％。両側感音難聴は２９名、

その聴力確定割合は９名・３３％。片側

難聴は１０９名、種類が判明したのは６５

名・６０％。

　　１歳６ヵ月健診における聞こえの確

認方法につき、新谷　朋子　委員から報

告。全国から１，３２４1名を集計。殆どの

市町村で、集団健診で行われている。確

認方法としては、保護者記載問診票が

４６％、母子手帳の保護者記録が１３％、

その両方が３７％であった。日耳鼻作成

のリーフレットの利用率については、前

年と同様との回答が多かった。現場での

「ささやき声」の実施困難に対して、言

語聴覚士の参加・協力を望む声が聞かれ

た。	 司会　中澤　操　委員

4)平成２７年度(平成２６年分)人工内耳実

態調査報告：１１２施設のうち、１０６施

設(９５％)から回答を得た。「小児＋成

人」を施行は５４％、「成人のみ」は

１９％、「していない」が２７％。全症例

数は１，００９名(小児＋成人)で、２４年度

の１．４倍に増加。７歳未満は４６５名で、

２４年度の３２１名より増加しており、１７

年度の約３倍。手術年齢は、２-３歳未

満が１０１名・２２％。１歳６ヶ月未満は

６６名・１４％で、２４年度の２４名・７％か

らは２倍程度となり、適応基準の改定の

影響と思われた。１歳未満は２施設で３

名あり、２名は遺伝子検査に基づいて実

施されていた。３歳以上の比率が４６％

と多かったが、両耳の２側目が増加した

影響が加味されているか。体重について

は、１０㎏以上が８２％、８㎏未満は２施

設での、７．３㎏/６．９㎏の、体重増加不

良の低出生体重児であった。初回手術

平成２７年度 福祉医療・乳幼児担当者全国会議に出席して

日耳鼻学会愛知県地方部会　　　　　　　　　　

社会福祉委員長　　服　部　　　琢　
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は７１％。両側は２４％。再手術は、同側

が１５名・３％、対側が１％。難聴の発

見動機は、新スクReferが６７％(２４年度

は５４％)、Passしていた児は９％、また

未施行児が１９％で、地域格差を物語っ

ていた。遺伝子検査を使用していない

のが８８％、いたのは２０％。手術に関す

る困難がなかったのは９６％(９０％)、あ

りは４％(１０％)。術後合併症も、ない

が９６％、ありは４％で、２４年度と変ら

ず、わが国のCI手術は確立され比較的

安全に行われている。デバイスはコク

レアが７１％(微減)、メドエルが２７％(微

増)。　　　　　　	神田　幸彦　委員、

司会　守本　倫子　委員長

5)新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力

検査機関リストの改定、実態調査報告：

　１６８施設のうち、削除申請済みの３施

設を除き１６５施設のすべてから回答を得

た。次年度は１６０施設となる予定。２６年

に精密検査目的で初診した児は、４，４８８

名で１８年の２，７４５名から２年毎に、

３，３０９名・３，８８７名・４，１６６名、と増

加している。紹介元としては、スクリー

ニング医療機関(産科・新生児科、ほか)

から７１％、日耳鼻リストにある他の精

密聴力検査機関からが６％。初診日にお

ける児の日齢・月齢は、１４日以内も３９８

名・９％あったが、１-３か月が最多で

５１％。精密聴力検査の結果、両側Refer
から両側難聴は６２％、一側は９％、難

聴なしは２９％。一側Referから両側難

聴は１０％、一側は４２％、難聴なしは

４８％。両側Passから両側難聴は８％、

一側は６％、難聴なしは８６％。両側・

一側Referや両側Passから、両側の/一側

の難聴/難聴なし、が、発見される比率

は以前より殆ど変わっていない。

	 	 麻生　伸　委員、

司会　森田　訓子　委員

6)１歳児、２歳児の精密聴力検査機関実態

調査報告：１６５施設のすべてから回答を

得た。１歳児について、精密検査目的で

初診した児は１，１４８名で、新スクを受け

ていないのは１７３名・１５％、受けたのは

５５％。受診理由としては、１歳６ヵ月

健診後に精健票を持って受診が２４％、

日耳鼻リストにある他の精密聴力検査機

関から紹介が１０％、それ以外の病医院

(耳鼻咽喉科、産科、小児科、など)から

紹介が５０％。精密聴力検査の結果、一

側難聴が１４％、両側難聴が２１％、うち

良聴耳が７０dB以上は１１２名・１０％発見

された。今回初めて診断された難聴児

で、新スクの結果が分かっている７６名

のうち、両Passだった一側は３９名、両

側は３７名。

　２歳児について、精密検査目的で初診

した児は１，１２４名で、新スクを受けて

いないのは１９７名・１８％、受けたのは

６０％。受診理由としては、１歳６ヵ月

健診後に精健票を持って受診が７％、日

耳鼻リストにある他の精密聴力検査機関

から紹介が５％、それ以外の病医院から

紹介が８８％。精密聴力検査の結果、一

側難聴が７％、両側難聴が１４％、うち

良聴耳が７０dB以上は７５名・７％発見さ

れた。今回初めて診断された難聴児で、

新スクの結果が分かっている５６名のう

ち、両Passだった一側は３５名、両側は

２１名。

　今後の方針として、①新スク未検例に対

しては、受検率の向上を図ること、②新

スクRefer例に対しては、関わる職種・
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保護者への啓蒙を図る、③新スクがPass
であっても、安心はできないこと、があ

げられた。また、この調査は定例化して

いく。	 森田　訓子　委員、

司会　麻生　伸　委員

7)新生児聴覚スクリーニングへの行政のと

りくみ：全国の１，７４１市町村に対して調

査を行うと、“新スクを把握している”

のは、１，１３３自治体・６５％、いないの

は３５％であった。公費負担しているの

は、１０９自治体で、全額負担が１７、上

限額を設けてが８、一部負担が５５で、

うち￥２，０００-４，０００が６２％を占めてい

た。これらの結果の詳細は、まもなく公

表し、各学会･医会に対して周知する。

　　　一瀬　篤(厚生労働省　雇用均等・

児童家庭局　母子保健課長)、

司会　伊藤　壽一　担当理事

8)閉会の辞：各調査への多大な協力と、委

員の集計作業に感謝します。結果を生か

していきたい。	 伊藤　壽一　担当理事
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日　時：平成２８年１月３０日(土)

　於　　東海大学校友会館

　標記の会議に出席させていただきました

ので、ご報告いたします。

　髙橋　姿担当理事より開会の辞として、

平成２８年４月１日より施行される「障害

者差別解消法」に関する専門家を厚生労働

省より招いている旨、紹介があり、久　育

男　日耳鼻理事長からは、日本の障害者福

祉の制度が素晴らしいことを実感している

とのご挨拶があり、会議が開会された。

［福祉医療・成人老年委員会からの報告事

項］　　　　　　　　田山　二朗　委員長

平成２７年度の事業計画：日本耳鼻咽喉科

学会補聴器相談医の新規委嘱は平成２６年

１２２名、平成２７年１５９名、現在までの補聴

器相談医認定数は４，３６６名となった。補

聴器適合に関する診療情報提供書を改定

し、ホームページに掲載した旨、報告が

あった。

平成２８年度の事業計画：定例の講習会、

会議の開催、日本耳鼻咽喉科学会補聴器相

談医制度の適切な運営や、委嘱および更新

のための講習会開催支援、身体障害者福祉

に関連して、耳鼻咽喉科の専門的立場から

の障害認定、補装具費支給の適切な実施等

の検討が計画されている。

［講演］　　　司会　髙橋　姿　担当理事

　厚生労働省から招聘した２名の講師より

障害者差別解消法に関する講演があった。

「差別解消法・基本方針のあらましについ

て」

　厚生労働省　社会・援護局　障害保健福

祉部企画課　課長補佐　小牟禮　まゆみ氏

	平成２３年８月５日障害者基本法改正

	平成２５年６月２６日障害者差別解消法　

公布・一部施行

	平成２８年４月１日障害者差別解消法施

行

	各府省庁の対応要領・対応指針について

は内閣府HPで閲覧可能

	合理的配慮サーチ

「医療関係事業者向けの対応指針につい

て」

　　　　　厚生労働省　医政局総務課

企画法令係長　吉田　啓氏

	障害を理由とする不当な差別的取扱い及

び合理的配慮の例

	障害者差別解消法　医療関係事業者向け

ガイドラインは以下の URL で参照可能

　http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf

［協議事項］

司会　　　　　　　　田山　二朗　委員長

　各地域での福祉医療の実状・問題点、

キーパーソンに対するアンケートについて

	地方部会福祉医療委員長からの質問「難

病であるパーキンソン病患者の嚥下障害

診療を行った場合、その診療も助成対象

平成２７年度 福祉医療・成人老年委員全国会議報告

愛知医科大学　　内　田　育　恵　
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となるでしょうか。」⇒田山先生より：

対象疾病の付随症状については、難病関

連として取り扱ってよいのではないかと

考える。今後対象疾患３００疾患に拡大の

予定がある。

	特別児童扶養手当受給児が成長して障害

年金診断書を書く時の検査について：平

成２７年４月より初めて障害年金を受け

るために診断書を書く場合、両耳の聴力

レベルが１００デシベル以上の診断を行う

場合には、オージオメータによる検査

に加えてABR等の他覚的聴力検査など

の添付が義務づけられた。特別児童扶

養手当受給児が１８歳になったときに再

びABR等の検査を必要とされるのは負

担が大きい。⇒現行制度ではやむを得な

い。

お知らせ

	耳鼻咽喉科医療機関で補聴器を販売する

ことに関する見解：今回厚生労働省から

の事務連絡で、耳鼻咽喉科医師が療養の

向上を目的とした場合に限って、難聴患

者に直接に補聴器を販売することが可能

であると示された。難聴患者が従来より

も不利益を被ることがないように、必ず

患者を診察して診療に随伴する販売とす

ることに加えて、試聴の希望に対応する

こと、販売する補聴器は新品とするこ

と、販売後の再調整、修理の要望に適切

に対応することを要請するとの文書およ

び説明があった。

　髙橋　姿担当理事により、閉会の辞が述

べられ、会議終了となった。
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　平成２８年１月３０日(土)、３１日(日)に東

京にて開催された日本耳鼻咽喉科学会学校

保健全国代表者会議ならびに学校保健研修

会に土井清隆先生と出席いたしましたので

報告させていただきます。

〈協議〉

１．耳鼻咽喉科の健康診断マニュアル(案)

について

　平成２６年４月３０日に文部科学省から学

校保健安全法施行規則の一部改正につい

て通知があり平成２８年４月より施行され

た。児童生徒等の健康診断における改正点

の主なものとしては座高の検査削除、寄生

虫卵検査削除、「四肢の状態」を必須項目

とすること、保健調査については実施時期

を小学校入学時及び必要と認める時から小

学校、中学校、高等学校においては全学年

において行うこととなった。

　この改正に向け「児童生徒の健康診断マ

ニュアルの改訂委員会」が平成２６年６月

に設置され「児童生徒の健康診断マニュア

ル」平成２７年度改訂版が作成された。そ

の中で、耳鼻咽喉科の保健調査、検査項

目、実施学年、方法及び技術的基準、注意

すべき疾病及び異常等が記載されている。

しかしながら、耳鼻咽喉科に関する項目は

記述量の制限から必ずしも十分とは言えな

いため日耳鼻では耳鼻咽喉科健康診断マ

ニュアルを作成することとなった。このマ

ニュアル案について質疑応答を行い日耳鼻

案に沿ったマニュアルを作成することに決

定した(マニュアルは日耳鼻ホームページ

よりダウンロード可能)。

２．耳鼻咽喉科健康診断の全国定点調査に

ついて

　全国定点調査については今後の耳鼻咽喉

科学校健診活動を充実させるとともに、耳

鼻咽喉科学校保健の将来を展望するため

　⑴児童生徒の健康状態を把握する。

　⑵児童生徒の疾病構造を把握する。

　⑶児童生徒の疾病動態について年次変化

を把握する。

　⑷耳鼻咽喉科疾患の重要性について地域

へ啓発する。

等を目的に平成２８年度より５年間行う。

参加市町は可能な市町の手挙げ方式とす

る。中途参加も可能とする。詳細は日耳鼻

ホームページに掲載された。

	 (http://www.jibika.or.jp/members/
iinkaikara/gakkouhoken_teiten.html)

〈研修会〉

１．小児の吃音―その見方と耳鼻咽喉科医

に求められる対応―

　国立障害者リハビリテーションセンター

　学院　

言語聴覚科教官・言語聴覚士　坂田善政

１．吃音とは

　吃音の診断基準としては I C D-10の

平成２７年度日本耳鼻咽喉科学会学校保健全国代表者会議ならびに
学校保健研修会に出席して

日耳鼻学会愛知県地方部会　　　　　　　　　　

学校保健委員会　　木　村　利　男　
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「F98.5	吃音[症]Stuttering(stammering)」
やDSM-5の「315.35(F80.81)小児期発

症流暢症(吃音)/小児期発症流暢障害(吃

音)」がある。

２．吃音の診方

1)吃音症状を診るポイント

　吃音症状は中核症状と二次的症状に分

けることができる。中核症状とは音・音

節の繰り返し(連発)、音の引き延ばし(伸

発)、呼吸や声の阻止(ブロック)などが一

般的にみられるよりも高頻度に生じること

である。二次的症状には随伴症状(もがく

症状)(例：頭部や四肢を動かす等)と回避

行動(吃音症状が表面化するのを避ける行

動、ごまかす行動)(例：電話を避ける、苦

手な言葉の言い換え、「あのー、あのー」

等)の２種類がある。

　この中核症状と二次的症状に加えて、吃

音に対する恥ずかしさや恐怖心といった感

情面、人間関係の問題も臨床上重要であ

る。

2)吃音が疑われる患者を診察する際の留意点

　吃音症状は変動性に富むため診察室でこ

どもに吃音症状が見られなくても異常な

し、軽症例と即断してはいけない。保護者

や担任からの聞き取り、日常生活場面での

吃音症状の映像をスマートホン等で録画し

持参してもらうのも有効である。

　また、回避行動によって吃音症状が顕在

化していない可能性を除外するために言い

難い言葉の言い換えができないような内容

の質問を行ったり、文章の音読をさせるの

も有用である。

　吃音の随伴症状が、チックと誤診される

ケースもあり、眼瞼や四肢、頭頸部の動き

が発話努力時に限定される場合は、チック

ではなく随伴症状である可能性が高い。

３．治療対応

　学齢時の場合、その治療対応は①吃音症

状の重症度、②本人の困り感、③環境、④

吃音以外に合併している問題の有無、に

よって異なる。特に本人の困り感・治療動

機は、積極的な治療対応を行っていくこと

を検討する上で重要なポイントとなる。

　学齢期吃音は幼児期ほど自然治癒は期

待できないものの、治療対応によって吃

音症状面に対しても感情・態度面に対し

ても持続的な効果が見られる場合がある

(e.g.,Craig,20104))。そのため、必要に応

じて介入を行うことは重要である。

　就学時健診や定期健診で吃音のある児童

がいた場合、本人に困り感・治療動機があ

る場合は必ず、ない場合でも保護者が心配

している場合、専門機関の受診を勧める。

地域の専門機関としては、まず言語障害児

通級指導教室(ことばの教室)が挙げられる

ほか、都道府県言語聴覚士会や日本言語聴

覚士協会に問い合わせることで情報が得ら

れる。

1)本人に困り感・治療動機がある場合

　吃音症状を軽減するアプローチ(流暢性

形成法や吃音緩和法)や、感情・態度面の

問題の軽減を図るアプローチ(認知行動療

法など)を行っていく。

　環境面の問題があれば対応するととも

に、吃音に対する寛容な環境、流暢性を促

進しやすい環境づくりに努める。

　合併する問題(構音障害、発達障害など)

があれば対応する。合併する問題の軽減

が、吃音にとって良い影響を与える場合が

少なくない。

2)本人に困り感・治療動機がない場合

　環境面に対するアプローチが中心とな

る。合併する問題があれば対応する。
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　本人に困り感・治療動機がない場合に、

「吃音は恥ずかしいもの、悪いもの」「治さ

なければならない」という姿勢で直接的な

発話訓練を行うことは、吃音に対する否定

的なイメージを強めることになりかねず、

推奨できない。ただし、吃音症状が重い場

合には「楽に話しやすい方法がある」など

と試行的に直接的な訓練を実施し、本人が

関心を示せば訓練を行う。また、幼児吃音

に対して主に用いられるリッカム・プログ

ラム 5) といった指導法は、本人に困り感・

治療動機がない場合にも実施可能であるた

め、学齢前期であれば有効な場合がある。
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２．きこえにくさを訴える子ども達

① 聴覚過敏を訴える子ども達の事情

　　県立広島病院　小児感覚器科主任部長

　益田　慎

　聴覚過敏は日常的に聞こえる音に対して

過敏に反応したり、不快感を示したりする

状態と定義される。今回は、少し拡大解釈

をして、日常的に聞こえる音に対して一般

的ではない反応を示し、会話などを聞きた

くても通常通りに聞くことができない状態

を聴覚過敏とする。

　聴覚過敏を訴える理由にはいくつかある

が、自験例では主に二つに大別される。一

つは音を聞くとめまいが誘発される場合で

あり、もう一つが音を聞くことで共感覚を

自覚してしまう場合である。

　大きな音を聞くと実際にふらつく事例や

呈示音圧をあげると語音了解度が下がるよ

うな事例では音を聞くことによってめま

いが誘発されている可能性を考える。こ

のような場合、当科ではABRを実施する

ようにしている。ABRで前庭由来筋電図

(VEMP)に類似した波形が得られた場合、

音を聞くことでめまいが誘発されることが

聴覚過敏に結びついていると考えて対応し

ている。

　一方、音の大きさとは無関係に特定の音

で聴覚過敏を訴える場合、共感覚を自覚し

ていることが聴覚過敏に結びついていると

考え、本人の訴えに応じた課題で機能的

MRIを実施している。訴えは様々であり、

算数の時だけ先生の顔が歪んで見えるので

算数の授業を受けたくないとか、スター

ター(鉄砲)の音がすると地面が９０度に傾

くので立っていられなくなるとか、一般的

な感覚では理解しがたい表現が多い。しか

し、本人の訴えが機能的MRIの結果と矛盾

しなかった時には「そういう風に感じるこ

とがあるかもしれない」と認定している。

そのことを周囲で関わる人たちが理解でき

るかどうかが対応上の鍵となる。

　聴覚過敏がない人からみると聴覚過敏の

ある人の行動は、時に突拍子もなく奇異に

見えてしまう。聴覚過敏を抱える人から
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すれば、なんとかその不快から逃れたい一

心で、外見などかまうことなくイヤーマフ

を装着するなどの対応を自分なりにするこ

とになる。このようなことから聴覚過敏が

ある人は自閉スペクトラム障害であるとつ

い短絡的に結びついてしまいがちである。

しかし、自験例では聴覚過敏を訴える子の

半数以上に自閉スペクトラム障害を認めな

かった。

　

②高校生の難聴の訴えについて―聴力正常

者の有り様

	　(当日「聴力正常の子ども達」より演題

変更)　

浅野耳鼻咽喉科医院院長　浅野俊雄

　定期健康診断時に難聴を訴える生徒に対

して、平成１１年度、１６年度に続いて今年

度(平成２７年度)も同様の調査を行い、依

然少なからず存在していることがわかっ

た。その結果を前２回の結果と比較しなが

ら今後の対応を検討した。

　対象は演者が校医をしている香取市内の

公立高校で、定期健康診断時の保健調査票

で「聞こえが悪い」にチェックした者のう

ち、聴力正常者に対して前２回と同様の項

目のアンケートを実施し、その後個々別に

更なる問診と鼓膜の視診、標準純音聴力検

査を行った。

（結果）

　⑴定期検診時の難聴訴えは、前２回より

は減っているものの、依然として存在

している（平成１１年度３．６％、１６年

度５．８％、２７年度２．６％）

　⑵「聞こえが悪くなる」のは「いつも」

「ときどき」を合わせて３年度とも６

割を超えた。

　⑶「いつごろから」では、３年以内が６

割程度だが、５年以上も前から、が平

成１１年度と今回で２割あり、小学生

の頃から難聴を意識していたことにな

る。

　⑷「教員の話」「友人との会話」「家

族との会話」の内「友人との会話」が

聞き取れない、が３年度とも最も多く

(８割)、特に友人との会話に支障きた

していることがわかる。

　そのため、半数以上が不便を感じていて

(平成２７年度は６６％)、気になっていると

訴えている。

　そして「今後治療してぜひなおしたい」

が２０％以上(平成２７年度は３２％)あり、本

人が深刻に感じていることがわかる。

　その他の症状として「耳鳴」「めまい」「頭

痛」「腹痛」、また、友人関係等の悩みを訴

える者もあった。

　これらの生徒に対して、本年１月に再度

面接を行い、聴力検査を再検した。聴力は

全例正常のままであったが、前回以後聞こ

えの状態が改善したもの(６５％)、いった

ん改善した後、最近再び聞こえなくなった

もの(６％)、前回以後も同様の状態が続い

ているもの(２９％)、などその経過は様々

であった。

　これらの生徒に対して、前回同様聴力は

正常であることをできるだけ丁寧に説明し

理解を求め、本人の不安の解消に努めた。

　以上、聴力が正常にもかかわらず自ら

「聞こえが悪い」と感じている生徒が少な

からず存在していることがわかる。今後、

さらに面談を繰り返しながら、本人の症状

の解消に努めたいと考えている。
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　平成２８年５月２９日(日)に静岡市の静岡

県コンベンションアーツセンター「グラン

シップ」において、主題「たくましくしなや

かな子どもたちの育成を目指した学校保健

の推進」のもとに開催された第６７回指定都

市学校保健協議会に出席したので報告す

る。

　午前９時３０分より開会式がおこなわ

れ、挨拶セレモニーがあった。引き続き

午前１０時５分より全体協議会がおこなわ

れ、まず平成２７年度名古屋市で開催され

た第６６回指定都市学校保健協議会結果に

ついての報告が、名古屋市学校保健会会長

後藤正已先生からなされた。また、次期開

催都市は、堺市とすることが承認された。

　休憩の後、記念講演がおこなわれ、演題

は「今川義元のもとでたくましく育った徳

川家康」、講師はNHK大河ドラマの「軍師

官兵衛」などの時代考証を担当している歴

史学者・静岡大学名誉教授　小和田哲男　

氏であった。この後、昼食となり、ランチョ

ンセミナー演題「成長曲線の活用について」

講師　静岡市立清水病院　副院長　上牧　

務　氏を聴講した。

　午後１時より課題別協議会が開催され

た。私は第２分科会に出席したので、以下

に報告する。

　第２分科会【保健管理】

協議題：「児童生徒の健康の保持増進と健

康で安全な環境の維持を目的とす

る保健管理」

主　旨：学校・家庭・専門機関等が連携を

図った保健管理の在り方について

協議する。

協議の視点：○学校保健情報の把握、救急

体制、健康診断、環境衛生、感染

症予防対策等の充実を図るための

取り組み

１．「学校歯科保健の新たなる展望～定期

歯科健康診断から見えるもの～」と題し

て、仙台市学校保健会歯科校医部会　飛

田　豪先生の発表があった。

　　う歯について仙台市における１２歳児

の平成１７年度と平成２６年度の定期健康

診断の結果を比較し、厚生労働省の過去

のデータを参考とした。その結果、う歯

の無い児童・生徒は２０％以上減少して

いるが、ハイリスクの児童は一定の割合

で存在していた。重度化を防ぐことと、

個別指導の強化などが必要であるとのこ

とであった。

２．「京都市における色覚異常への対応」

と題して、京都市立学校眼科医（下京中

学校）京都府眼科学校医会　副会長　新

井真理先生の発表があった。

　　京都市では、京都府眼科学校医会が学

校保健における色覚異常についての取り

組みを行ってきた。以下

　1)眼科学校医研修会

　2)京都市色覚相談事業

　3)学校で色覚検査を受けることを奨める

文書

　4)ビデオ・雑誌の斡旋

　5)色覚異常者のエッセイの配布

第６７回指定都市学校保健協議会に出席して

名古屋市耳鼻咽喉科学校医会　会長　　土　井　清　孝　
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　6)色覚異常啓発CD作成・配布

　7)啓発講演に講師を派遣

　8)色覚検査と指導のマニュアル作成・配

布

３．「医教連携により深化する食物アレル

ギー対応～全職員を対象とする情報の共

有化を目指した取り組み～」と題して、

北九州市医師会　津田恵次郎先生の発表

があった。

　　北九州市では、学校でのエピペン所有

者情報は消防署に登録され、アナフィラ

キシーショックの場合に救命救急士が出

動する体制が整備されている。しかし、

これでも事故事例が増加しているので、

アレルギー対策事業の研修対象者を校

長・養護教諭だけでなく学級担任も含め

た全職員に広げた。医師教師関係者はお

互いの立場を理解尊重して信頼を高めこ

の問題に取り組むべきである。

４．「特別支援教育における養護教諭の役

割と連携～発達障害があると思われる児

童生徒の支援について～」と題して、さ

いたま市立さくら草特別支援学校養護教

諭鈴木成子先生の発表があった。

　　さいたま市教育員会は平成２５年の調

査で、「市立小中学校の通常学級に在籍

する児童・生徒のうち、全体の９．１％に

発達障害や学習障害などの可能性があ

る」との結果を発表した。養護教諭の役

割として１．情報を収集する２．人とつ

ながり協力体制をつくる３．校内組織で

対応する４．ケース会議に参加する５．

校外関係機関と連携する６．保健室で支

援する、以上6つの手立てから支援が必

要な児童・生徒に対応するという取り組

みについて述べられた。

５．「横浜市立ろう特別支援学校における

保健管理の実践～社会的自立をもとめて

～」と題して、横浜市立ろう特別支援学

校養護教諭　轟　英里先生の発表があっ

た。

　　当校は３歳から１８歳までの１１６名が

学んでいる。ほとんどの子供が補聴器を

装用し、約半数が人工内耳を装用してい

る。知的障害などを併せ持つ子供がい

る。健康診断、健康相談、養護教諭によ

る保健指導、スクールカウンセラーによ

る心の指導の保健管理がなされ、避難訓

練、交通安全、スマホ・ケータイ安全教

室などの安全管理が実践されている。一

般校に進学する子供や一般校から転入し

てくる子供も増え課題が増えてきている

が、これをひとつずつ解決し支援してい

きたい。

　以上、第２分科会は５題の演題が発表さ

れ、最後に東海学園大学教育学部　客員教

授　林典子先生から総括がなされ終了と

なった。


